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（写真）官報 “マドゥロ政権 年金の一部を企業が負担することを義務化する法律を公布” 

５ 

 

 

    年金負担特別法     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月１日の「メーデー（労働の日）」にマドゥ

ロ大統領は、最低包括収入を月額１３０ドル 

に引き上げた（「ベネズエラ・トゥデイ No.1058」）。 

 

また、マドゥロ大統領は、年金受給者の支給額を引き

上げる必要性を説き、企業が年金の一部を負担する

べきと主張。国会に年金負担特別法を提案し、５月１

０日に同法律が公開された。 

 

本稿では、官報で公布された同法律を確認し、現時点

で分かっている点、分かっていない点を確認したい。 

 

 

 

ベネズエラの年金制度は、男性の場合は６０歳、女

性の場合は５５歳から年金を受け取ることが出来

る。 

 

ただし、原則として当該者が社会保険料を７５０週

（約１４年半に相当）以上納めていることが条件と

なる。 

 

支給額は基本的に最低賃金と同額。 

現在の最低賃金である月額１３０ボリバル（約３．

３ドル）を受け取っている。ただし、これに加えて

マドゥロ政権は「経済戦争補助」という名目で補助

金を給付しており、５月時点の支給額は３２．５ド

ル（相当のボリバル）となっている。 

現在の年金では年金受給者の生活困難 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13e8032ed0f54f60c4e37bc60a34b17f.pdf
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つまり、年金受給者は、最低賃金の１３０ボリバル

＋経済戦争補助の３２．５ドルの約３５．８ドル

（相当のボリバル）を毎月受け取っていることにな

る。 

 

これが「Pensionados」というステータスの場合の

受取額である。 

 

また「Pensionados」以外に「Jublilados」という

ステータスがあり、Jublilados は「公務員として２

５年勤務して退職した者」を指す。 

 

Jublilados は Pensionados よりも支給額が多く、

「経済戦争補助」として月額９１ドル（相当のボリ

バル）が支給される。 

 

なお、現役の公務員（Activos）は、「経済戦争補

助」が月額９０ドル、法定福利の「食料補助」が月

額４０ドル支給の計１３０ドル（（相当のボリバ

ル）に加えて、給料が支払われることになる。 

 

以下は「社会保険庁（IVSS）」が公表した

「Activos」「Jubilados」「Pensionados」への２４

年５月の支給額の説明である。 

（写真）社会保険庁（IVSS） 

 

「Pensionado」「Jublilados」の支給額では最低限

の生活をすることも困難だが、マドゥロ政権には年

金を増額する資金的な余裕は無い。 

 

以前であれば、ボリバル通貨を乱発し、年金生活者

への支給額を増やしていたかもしれないが、通貨の

乱発がインフレを加速させることを考慮し、そのよ

うな政策は控えている。 

 

この不足分を企業側に負担させるというのが「帝国

主義の封鎖から社会保障年金を守るための法律（通

称、年金負担特別法）」の趣旨である。 

 

 

以下は、同法律を日本語に訳したものになる。 

なお、この法律の重要と思われる部分は、下線を引

いてあるので参考にされたい。 

 

 

２０２４年５月８日 

特別官報第６，８０６号 

 

帝国主義の封鎖から社会保障年金を守るための法律 

 

第一章：一般条項 

 

（目的） 

第１条 この法律の目的は、我が国に対する一方的

な懲罰行為により受けるネガティブな影響から年金

受給者を保護するため、参加型で且つ透明性の高い

メカニズムを構築することを目的としている。 

 

 

年金負担特別法 官報訳 
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（狙い） 

第２条 この法律は以下を狙いとしている。 

 

１． 一方的な懲罰行為により、ベネズエラ国民の社

会保障年金が受ける悪影響を緩和すること。 

２． 社会年金生活者が自身とその家族が尊厳をもっ

て生活することが出来る収入を設定し、改善す

ること。 

３． 労働により生じる富の均衡ある分配を促進し、

物質的・精神的に国民を充足させること。 

４． 調和のとれた経済発展と国民の生活の質向上、

国家の経済主権を確立すること。 

 

（一方的懲罰行為の有害且つ違法な性質） 

第３条 ベネズエラに対する域外からの一方的な懲

罰行為、および類似の制限行為は、ベネズエラ国民

が適正な年金を受ける侵害となる。 

ベネズエラおよびベネズエラ国民に対して、外国が

行うあらゆる懲罰行為は、違法行為であることを宣

言する。 

 

（原則） 

第４条 この法律は「没収不能」「不可逆的」「均

衡」「進歩的」「透明」「尊重」「国民参加型」「生産

性」「社会正義」「連帯」「人間開発」「保護」の概念

を原則としている。 

 

（公共政策と解釈の原則） 

第５条 本法の規定は公共政策である。その解釈に

疑義がある場合は、ベネズエラ国民の社会保障年金

保護の原則から保護対象者に最も有利な解釈が適用

される。 

 

 

 

第二章：年金保護のための特別拠出金 

 

（特別拠出金） 

第６条 この法律は、ベネズエラ国内で経済活動を

行う私的な性質を持つ法人およびその他団体を対象

に、ベネズエラの年金生活者の保護を目的とした特

別拠出金の支払いを求める。 

これは我が国に対する一方的な懲罰行為から年金生

活者を保護するためのものである。 

 

（拠出額） 

第７条 この法律で定める特別拠出法の拠出額は、

拠出納税者が雇用する労働者の「給料」および給料

的な性質を持たない「ボーナス」を合算した総額の

最大１５％とする。 

 

いかなる場合も、計算ベースは行政が定める最低包

括収入を下回ることはできない。 

 

大統領は、この法律で定める限度内で、経済活動の

種類に応じて、拠出負担のパーセンテージを毎年定

めることとする。 

 

（免税措置） 

第８条 大統領は、国内経済の発展、外国投資の促

進のために、特定の団体あるいは業種に対して、こ

の法律で定める拠出金の全額あるいは一部を免除す

ることが出来る。 

 

（資金徴収） 

第９条 この法律で定める特別拠出金は、申告で各

月払いとする。この拠出金の徴収および適切な運用

の監視は「徴税局（SENIAT）」の管轄とする。 
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この拠出金の申告と支払いの手段や条件は徴税当局

の政令公布をもって定めることとする。 

 

（損金算入） 

第１０条 特別拠出金は、決算の計算上、経費とし

て控除することができる。 

 

（社会保護拠出からの独立） 

第１１条 この法律で定める拠出金は、雇用主がベ

ネズエラ社会保険庁（IVSS）に拠出しなければなら

ない拠出金とは独立している。 

 

（遅延利息） 

第１２条 この法律で定める拠出金を定められた期

間内に支払わなかった場合、SENIAT の事前の要請

を必要とすることなく、租税組織法に準じた方法で

遅延利息を支払う義務を負う。 

 

（罰則） 

第１３条 この法律で定める拠出金の申告を怠っ

た、あるいは税務当局が定める期間内に申告を行わ

なかった法人及び類似する団体（登記されているか

どうかを問わない）は、ベネズエラ中央銀行が公表

する最も価値が高い通貨の公定為替レートの１００

０倍の罰金を支払う義務を負う。 

また、特別拠出金の申告漏れや申告遅延、犯罪行為

は、租税組織法の定めに従って制裁される。 

 

（罰則権限） 

第１４条 SENIAT は、租税組織法に従い、特別拠

出金の確認・検査・決定手続きを担う権限を有す

る。 

 

 

 

第三章 最終規定 

 

この法律の発効は、ベネズエラ・ボリバル共和国官

報への掲載、すなわち２０２４年５月８日からとす

る。 

 

 

 

報道で指摘されていた通り、拠出額の計算ベースは

「基本給」＋「ボーナス」。マドゥロ政権の定める

最低包括収入（つまり、現在は１３０ドル）を下回

ってはいけない。 

 

また、支払い計算は「基本給」＋「ボーナス」の最

大１５％だが、業種などにより適用されるパーセン

テージが異なる可能性があり、詳細はまだ決まって

いない。 

 

この特別拠出金は、決算時に経費として計上するこ

とが出来る。 

 

支払い頻度は各月。企業による申告制だが、支払い

方法は徴税当局「SENIAT」が別途定めるとしてお

り、現時点では申告・支払方法は決まっていない。 

 

軽度の支払い遅延であれば延滞利息が課されるだけ

で済むようだが、申告自体を怠った場合、あるいは

深刻な支払い遅延が起きた場合、「１０００倍の罰

金を支払う義務を負う」と定められている。 

 

何の１０００倍なのかはこの法律では明記されてお

らず、現地会計専門家に確認する必要があるだろ

う。 

負担率・拠出方法など詳細は未定 
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経済界は思いの他、素直に特別拠出金の負担を受け

入れているが、負担割合については配慮を求めてい

る。 

 

「Fedecamaras」は、年金拠出金について与党国会

に提案を実施。年金生活者への負担の必要性を認識

すると同時に、以下のような提案を行っている。 

 

１． 負担割合６％超に反対。 

負担割合が６％を超える場合、民間企業が持続

可能な状況ではなくなり、既存の労働者への賃

金上昇も困難になると主張した。 

 

２．計算ベースの上限設定。 

特別拠出金の計算ベースの最低額を最低包括収

入（１３０ドル）と定めたように、計算ベース

の上限も定めるよう要請。最低包括収入の３倍

（つまり３９０ドル）を上限にするよう求め

た。 

 

３．一部産業は適用除外。 

「食品分野」など優先産業に属する企業につい

ては特例措置を講じるよう求めている。 

 

４．企業年金採用企業の適用除外を要請。 

個別に企業年金制度を採用している企業につい

ては、同制度の継続性を保証するために特例的

に支払いの対象外にするよう要請した。 

 

 

 

 

 

なお、「Fedeindustria」のオーランド・カマチョ代

表は、「６月から支払いが始まるだろう」との見解

を示しており、そこまで遠くない時期に同法令の施

行が始まりそうだ。 

 

以上 

経済界 過度な負担を警戒 


